
　かみいち総合病院では、10月から内科医の産休等により医
師が不足するため、救急医療体制を見直させていただきます。

かみいち総合病院から
救急医療体制を見直します

かみいち総合病院　
　院長　重田浩一

救急医療（時間外診療）で
ご来院の皆様へ

「必ず電話をしてから」ご来院ください

　午後10時までは、これまでどおり当
直医が診療にあたりますが、専門外の
分野については、必要に応じて各科オ
ンコール制により診療支援を行います。
　時間外救急医療を利用する場合は、予
め当院へ病状等について電話でお問い
合わせください。当直医等が適切な指
導又は回答をしますので、そのうえで
ご来院願います。

◉時間外救急医療の受付
①土・日・祝日、年末年始
　午前８時30分～午後10時
②平日
　午後５時15分～午後10時

お問い合わせは ☎ 472-1212まで

　全国的な医師不足、地域偏在、専門性の高まり、病院をコンビニのよ
うに利用すること等により、医師の過重労働が限界に達し、どの地域で
も診療体制の継続が困難な状況となりつつあります。
　かみいち総合病院でも決して例外ではなく、一次救急（軽症な方を対
象）と二次救急（緊急の治療などで入院が必要な重症の方を対象）の区
別がなく、いつ何時でも一次救急の患者さんが時間外診療を利用し、当
直医やオンコールの内科医等の医師の負担を増大させています。
　このような状況が 365日、24時間続いているため、内科医等の精
神的、肉体的負担を軽減しない限り、診療の継続が困難となるだけでな
く、二次救急医療体制そのものが崩壊することとなりかねません。
　そのため、次のように救急医療体制を見直します。

① 10 月 10 日から当分の間、夜間（午後 10 時から翌日の午前８時
30分まで）の救急医療業務（電話等での相談を含む。）の取扱を休
止します。このため、夜間の急患の場合は、富山市救急医療センター（一
次救急）又は第二次救急輪番病院等をご利用いただくことになります。

②第2次救急医療輪番日（年間50日）は、当直医が24時間診療に従
事するほか、休日等については、薬剤・検査・放射線科職員の院内待
機時間を延長するなど、これまでよりも診療支援体制を充実します。

③特別養護老人ホーム「常楽園」・「ふなはし荘」、老人保健施設「つる
ぎの庭」等の急患については、当直医が可能な限り最善の処置を行い
ますが、必要に応じて二次救急輪番病院等へ紹介・転送等をすること
になります。

以上、医療事情をご理解いただき、ご協力をお願いします。

問かみいち総合病院（☎472-1212）
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